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生活協同組合全国都市職員災害共済会

火 災 共 済 事 業 実 施 規 則

第１章 総 則

（目的）

第 １ 条 この規則は、生活協同組合全国都市職員災害共済会共済事業規約（以下「規約」

という。）第６６条の規定に基づき、共済事業の実施に関し必要な事項を定めるものと

する。

（扶養親族）

第 ２ 条 規約第８条第２項に規定する扶養親族とは、共済契約者と生計を一にする３親

等内の親族（同居の姻族及び生活費、学資金又は医療費等を受けている３親等内の親族

を含む。）とする。

（共済事故）

第 ３ 条 規約第２条第１項第１号及び第３０条に規定する共済事故は、次の各号に定め

るところによる。

（１）火災による損害 火災による共済の対象の全部又は一部の焼失（消防又は避難に

必要な処分を含む。）若しくは火災に随伴して生じた高熱、煙、ガス、蒸気等による

損害

（２）落雷による損害 共済の対象に直接落雷し、その衝撃のため当該共済の対象に生

じた破壊損害又は火災損害及び落雷による異常電流の作用で共済の対象に生じた損害

（３）破裂又は爆発による損害 プロパン、都市ガス等の気体又は蒸気の急激な膨張に

よる破裂又は爆発により共済の対象に生じた損害。ただし、凍結による水道管、水管

又はこれらに類するものの破裂又は爆発による損害を除く。

（４）航空機の墜落若しくは接触又は航空機からの物体の落下による損害 航空機の墜

落若しくは接触、爆風、音波の衝撃による損害及び航空機の付属品若しくは積載物の

落下又は航空機からの投下物若しくは発射物による損害

（５）車両の飛び込みによる損害 車両（積載物を含む。）の衝突若しくは接触により

共済の対象に生じた損害

（６）同一の建物の上層階に居住する他人の住居のいっ水により生じた水漏れによる損害

他人の住居で生じた偶然の事故を原因とするいっ水による水漏れによって共済の対象

に生じた損害

（７）風害 台風、突風又は旋風等によって共済の対象に生じた損害。ただし、砂塵、

塩分又は煤煙等による損害を除く。

（８）水災 暴風雨、洪水、豪雨又は長雨等によって共済の対象に生じた損害

（９）雪災 積雪、雪崩又は降雹等によって共済の対象に生じた損害
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２ 規約第３０条第１０号に規定する「前各号の損害によって生じた見舞金等の費用等の

支出」とは、前項に規定する共済事故の発生に付随する規約第３５条に規定する臨時費

用、残存物取片付費用及び失火見舞費用の支出をいう。

（共済の対象の範囲）

第 ４ 条 規約第８条第２項第１号に規定する共済の対象となる建物については、次の用

途に使用する併用住宅（組合員が居住する部分を除く。）又は営業用建物を除く。

（１）油商、火薬類販売業、ガソリンスタンド、玩具商、塗料・ペンキ・ワニス・灯油・

プロパン販売

（２）食堂、料理店、飲食店、喫茶店、キャバレー、ナイトクラブ、バー、貸座敷、待合、

割烹

（３）映画館、演芸場、観覧場、舞踏場、麻雀屋、パチンコ屋、遊技場、ボーリング場、

スケート場、海水浴場施設その他遊技娯楽施設

（４）工場、作業場

２ 規約第８条第２項第１号に規定する共済の対象となる建物には、次の各号に掲げる

建物を含むものとする。

（１）同一敷地内で建物に隣接する別棟の納屋、物置及び車庫等の居住用建物の付属建

物（敷地を異にする場合も同様とする。）

（２）共済契約者又はその扶養親族が所有する別荘で、月１回以上の見回り、点検等の

管理を行っているもの

（共済の対象である建物の特例）

第 ５ 条 共済の対象である建物につき規約第１６条第１項第４号に掲げる事実があり、

その旨をこの組合に通知したときは、この組合は、次の各号に該当し、かつ、当該建

物 について月１回以上の見回り、点検等の管理を行う場合に限り承認するものとする。

（１）転勤、出張、入院等又は崖崩れなどの危険の発生に伴い、空家若しくは無人とな

った建物で、再入居を前提としたもの

（２）共済契約者又はその扶養親族が所有する貸家で、入居者の移転に伴い暫時空家若

しくは無人となったもの

（承諾通知書）

第 ６ 条 規約第１１条に規定する承諾通知書は、組合員証を兼ねるものとする。

第２章 短期共済契約

（短期の共済期間）

第 ７ 条 規約第７条ただし書の規定により、１年未満の短期の共済期間とするこ

とができる特別の事由がある場合とは、次の各号のいずれかに該当するものをい

う。
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（１）共済契約の申込者が共済契約の期間を、その所属する支部の他の共済契約者の共済

契約期間と同一にしようとするため必要があるとき。

（２）共済契約者が共済契約期間の中途において、共済契約の口数を増加する契約をしよ

うとする場合に、その共済契約の終期を前の共済契約の終期と同一の日とするため必

要があるとき。

（共済掛金額の特例）

第 ８ 条 前条の規定により、共済掛金を払込む場合の１口当たりの共済掛金額は、

次の１ヶ月当たりの共済掛金額（共済契約期間１年に対する共済掛金の額の１２分

の１相当額。ただし、その額に１円未満の端数が生じた場合は、これを１円に切

り上げる。）に共済契約期間の月数を乗じて得た金額とする。

契約の種類 １ヶ月当たりの共済掛金額

木造共済掛金額 ２５円

耐火造共済掛金額 １７円

木造共済掛金額
（風水雪害特約を含む。）

３８円

耐火造共済掛金額
（風水雪害特約を含む。）

３０円

第３章 共済の対象の価額及び損害額の算定基準等

（共済の対象の価額の算定基準）

第 ９ 条 規約第３４条第１項及び第４項に掲げる共済の対象の価額の算定については、

次の各号に定めるところによる。

（１） 建物 延面積に標準建築費(別表第１経年減価率表使用要領２)を乗じて得た額か

ら、別表第１に掲げる経年減価率に基づき算出した額を控除した額

（２）動産 別表第２動産標準評価表に基づいて算出した額から２０％相当額を控除し

た額

２ 規約第１０条に規定する共済契約の再取得価額の特約及び第５５条に規定する特約

共済金に係る共済の対象の価額の算定については、次の各号に定めるところによる。

（１）建物 延面積に標準建築費(別表第１経年減価率表使用要領２)を乗じて得た額

（２）動産 別表第２動産標準評価表に基づいて算出した額

（損害額の算定基準）

第 １０ 条 規約第３４条第１項から第４項及び第５５条に規定する損害額（規約第２

８条第２項に規定する費用を含む。）の算定については、次の各号に定めるところによ

る。
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（１）建物 焼失面積に標準建築費(別表第１経年減価率表使用要領２)を乗じて得た額

から、別表第１に掲げる経年減価率に基づき算出した額を控除した額

（２）動産 損害を受けた動産と同種同様のものの再購入に要する見積額から、当該見

積額の２０％相当額を控額した額

２ 再取得価額の特約に係る損害額の算定については、次の各号に定めるところによる。

（１）建物 焼失面積に標準建築費(別表第１経年減価率表使用要領２)を乗じて得た額

（２）動産 損害を受けた動産と同種同様のものの再購入に要する見積額

３ 燃焼機器、暖房機器及び電気機器等の過熱によって生じた当該機器のみの損害は、

共済事故による損害から除くものとする。

（臨時費用共済金）

第 １１ 条 第三者の行為により共済の対象に損害が発生し、第三者から当該損害を賠

償されたときにおいても当該損害が共済事故による損害に該当する場合は、規約第３

５条第１項第１号に規定する臨時費用共済金を支払うものとする。なお、この場合、

規約第３５条第２項中共済金とあるのは第三者の賠償額と読み替えるものとする。

（残存物取片付費用共済金）

第 １２ 条 規約第３５条第１項第２号及び第３項にいう残存物取片付けに要した費用

とは、共済事故が発生した場合において、損害を受けた共済の対象の取りこわし費用、

取片付清掃費用及び搬出費用をいう。ただし、損傷の修理のために最小限必要な取り

はずし除去費用等修理費の一部として共済金の対象とするものについては、残存物取

片付費用に含まないものとする。

（失火見舞費用共済金）

第 １３ 条 規約第３５条第１項第３号にいう共済の対象又は共済の対象を収容する建

物は、同建物の所有者の占有する部分（区分所有建物の共有部分を除く。）とし、同建

物の所有者以外の者の占有する部分から発生した損害については、失火見舞費用共済

金対象としないものとする。

２ 規約第３５条第１項第３号の損害には、消火活動による水漏れ、汚損又はき損を含

み、煙損又は臭気の付着の損害は除くものとする。

（共済金の支払請求手続）

第 １４ 条 規約第３７条第２項第３号に掲げる「その他特にこの組合の要求する書類」

とは、次の各号に定める書類をいう。

（１）共済対象物の被害写真

（２）被災した建物の平面図及び動産の配置図

（３）その他共済事故関係の新聞記事等事故確認の参考となる書類
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（共済金の内払）

第 １５ 条 共済の対象について全焼又はこれに準ずる程度の損害が生じた場合におい

て、共済契約者から申し出があり、この組合が必要と認めたときは、規約３７条の規

定にかかわらず、共済金の内払いをすることができる。

２ 前項の規定により内払いできる共済金の額は、共済契約金額の８０％に相当する金額

以下とする。

第４章 審査委員会の組織および運営

（委員会の審査事項）

第 １６ 条 審査委員会(以下｢委員会｣という｡)は、規約第６０条第１項の規定により、

共済契約及び共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者から、

異議の申立があったとき、これを審査するものとする。

（委員会）

第 １７ 条 委員会は、委員９人以内をもって組織する。

（委員の構成）

第 １８ 条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、会長が委嘱する。

（１） 役員 ３人以内

（２） 学識経験のある者 ３人以内

（３） 組合員 ３人以内

（委員の任期）

第 １９ 条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

２ 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

３ 委員は非常勤とする。

（委員長及び副委員長）

第 ２０ 条 委員会に、委員長及び副委員長をおき、委員の互選によってこれを定める。

２ 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。

（委員会の議事）

第 ２１ 条 委員会は、委員長が招集する。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の

決するところによる。

４ 委員長は、委員として委員会の議決の数に加わる権利を有しない。
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（審査の結果報告）

第 ２２ 条 委員長は、審査が終ったときは、直ちにその結果を会長に報告しなければ

ならない。

（支部の業務）

第 ２３ 条 規約６２条第２項に規定する支部の業務は、次の各号に定めるところによ

る。

（１）共済契約申込書の受理に関すること。

（２）共済掛金の受入れ及び払戻しに関すること。

（３）共済金の支払いに関すること。

（４）組合員の共済事業への加入の促進に関すること。

第５章 雑則

（承継組合員の要件）

第 ２４ 条 規約第６５条第２項に基づく組合員(以下「承継組合員」という。)となる資格

を有する者は、死亡した共済契約者の配偶者で、当該共済契約者が共済契約を締結している

建物に居住している者とする。

２ 承継組合員の承認申請手続は、共済契約者の死亡した翌日から当該共済契約の共済期間の

末日の翌日から３か月を経過する日までに行うことができるものとする。

３ 承継組合員が死亡したときは、規約第６５条第２項に基づく承継はできないものとする。

（承継組合員の共済契約の範囲）

第 ２５ 条 承継組合員が組合と締結できる共済契約は、承継組合員又は死亡した共済契約

者の扶養親族が所有する建物に係るもの（当該建物内に収容されている動産に係るものを含

む。）とする。

２ 前項の場合には、共済契約を締結している建物内に収容している動産に係る共済契約を新

たに締結することができるものとする。

（雑則）

第 ２６ 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会がこれを定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この規則は、昭和４０年７月１日から施行する。

（廃止規定）

第２条 次に掲げる規程は、廃止する。

（１） 全国都市職員災害共済会審査委員会組織規程
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（２） 全国都市職員災害共済会共済金給付規程

附 則

この規則は、昭和４３年４月１日発効の分から施行する。

附 則

この規則は、昭和４４年２月５日から施行する。

附 則

この規則は、昭和４５年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和４７年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和４９年１２月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和５１年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和６２年５月２３日から施行する。

附 則

この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成６年４月１日から施行する。ただし、施行日前に効力を生じた共済

契約については、なお従前の例による。

附 則

この規則は、平成７年４月１日から施行する。

附 則

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

２ この規則の施行前の旧規約第６条第２項の規定による契約については、なお、従前
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の例による。

附 則

この規則は、平成２０年５月２８日から施行し、改正後の第４条第２項及び第５条の

規定は、平成１９年１０月１日から適用する。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、共済事業規約認可の日（令和元年６月２１日）から施行し、令和元年７

月１日から適用する。

別表第１ 経年減価率表

建物の経過年数 木造建物 耐火造建物

５年まで ０ ％ ０ ％

６年～１５年 ７ ５

１６年～２５年 １４ １０

２６年～３５年 ２０ １５

３６年～４５年 ２５ ２０

４６年以上 ３０ ２５

使用要領

１ この経年減価率表は、建物の価額たる共済価額を算出するために使用する。

２ 共済価額は、標準建築費から減価額(標準建築費×経年減価率)を差し引いて算出

する。ただし、標準建築費は、木造にあっては３.３平方メートル当たり５０万円

(５０万円から７０万円まで５万円単位で増額することができる｡)、耐火造にあって

は、３.３平方メートル当たり７０万円(７０万円から９０万円まで５万円単位で増

額することができる｡)とする。

３ 耐火造とは、建物の主要構造のうち、外壁、梁、床および屋根が次の各号に定め

る構造で造られたものとする。

(1) 鉄骨、鉄筋コンクリート造り

(2) 鉄筋コンクリート造り

(3) 鉄骨コンクリート造り

(4) コンクリートブロック造り

４ 木造とは、耐火造以外の建物をいい、防火造建物までを含むものとする。
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別表第２ 動産標準評価表

（単位・万円）

世帯主の年齢 動産標準価額

２５歳前後 ３００～５００
（２７歳以下）

３０歳前後 ４００～８００
（２８歳～３２歳）

３５歳前後 ５５０～１，１００
（３３歳～３７歳）

４０歳前後 ６００～１，４００
（３８歳～４２歳）

４５歳前後 ６５０～１，７００
（４３歳～４７歳）

５０歳前後 ７００～２，０００
（４８歳以上）

単身世帯 ２５０～７００

この表に掲げる金額で共済金額を契約した場合は、特約とする。



生活協同組合
全 国 都 市 職 員 災 害 共 済 会
承 継 組 合 員 承 認 基 準 規 則

生活協同組合 全国都市職員災害共済会



生活協同組合全国都市職員災害共済会承継組合員承認基準規則

（目的）

第１条 この規則は、全国都市職員災害共済会定款（以下「定款」という。）第６条第２項に定める「こ

の組合の区域の付近に住所を有する者又は当該区域内に勤務していた者」であって、かつ、この組合

の事業を利用することを適当とするもの（以下「承継組合員」という。）の承認基準について定め、

もって承継組合員の福祉の向上を図ることを目的とする。

（承継組合員の資格）

第２条 承継組合員となることができる者は、死亡により脱退に至った組合員と同一世帯で生計を一に

する配偶者とする。

２ 承継組合員の配偶者については、前項の規定は適用しない。

３ 死亡により脱退に至った組合員が在職していた職域において、事務取扱いが可能な者

（利用できる共済契約）

第３条 利用できる共済契約の対象は、次の各号の全てを満たす現に契約中の建物及び建物に収容して

いる動産並びに自動車とする。

（１）組合員以外の者を被共済者とする共済契約

ただし、組合員を被共済者とする共済契約を含むものとする。

（２）共済事業規約及び自動車共済事業規約に共済契約の権利義務の承継に係る定めのある共済契約

（３）組合員が共済契約者であった共済契約

２ 前項の規定にかかわらず、真にやむを得ない理由があるときは、現に契約中の建物及び建物に収容

している動産並びに自動車に替えて、新たな建物及び建物に収容している動産並びに自動車を共済契

約することができるものとする。

（利用できる共済契約の期間）

第４条 承継組合員の利用できる共済契約の期間は、自由脱退、除名又は死亡脱退するまでの間とする。

２ 前項の規定にかかわらず、真にやむを得ない理由があるときを除き、当組合が行う共済事業を利用

しない状態が生じたときは、自由脱退したものとみなす。

（承認の手続）

第５条 第２条に定める資格を有する者は、この組合の理事会において承認を受け、組合員となること

ができる。

２ この承認基準に適合する者から承認申請があったときは、申請があったときに承認されたものとみ

なし、理事会において事後追認することができるものとする。

３ 前項の申請は、共済契約者の死亡の翌日から組合員が締結していた共済期間の末日の翌日から３か

月を経過する日までに行わなければならない。

（出資金の払込み）

第６条 承継組合員は、新たに出資金を払込むものとする。

（その他の事項）

第７条 この規則に定めるもののほか、承継組合員の承認基準の取扱いに関し必要な事項は、理事会で

定める。

附 則

この承認基準規則は、共済事業規約及び自動車共済事業規約認可の日（令和元年６月２１日）から

施行し、令和元年７月１日から適用する。



生活協同組合全国都市職員災害共済会

自 動 車 共 済 事 業 取 扱 規 則

生活協同組合 全国都市職員災害共済会
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生活協同組合全国都市職員災害共済会

自 動 車 共 済 事 業 取 扱 規 則

（総 則）

第 １ 条 この取扱規則は自動車共済事業規約（以下「規約」という。）第９４条

の規定にもとづき共済事業の実施に関し必要な事項を定める。

（共済契約者の範囲）

第 ２ 条 規約第４条に規定する組合員は生活協同組合全国都市職員災害共済会

（以下「組合」という。）の組合員とする。

（被共済自動車の範囲）

第 ３ 条 規約第５条に規定する被共済自動車は、共済契約者又はその者と同一

世帯に属する親族が所有し、かつ、共済契約者又はその者と同一世帯に属する親

族が常時運行の用に供している次表に掲げる自家用の自動車（所有権留保条項

付売買契約により購入した自動車、及び１年以上を期間とする賃借契約により借

り入れた自動車を含む。）とする。ただし、営業目的に使用されている自動車を

除くものとする。

（１）普通及び小型乗用車

用途及び車種 自動車分類番号 登録番号標の塗色

自家用普通乗用車 ３、 ３０ ～ ３９、 ３００ ～ ３９９

自家用小型乗用車
５、 ５０ ～ ５９、 ５００ ～ ５９９

７、 ７０ ～ ７９、 ７００ ～ ７９９
白地に緑文字

自家用普通貨物車 １、 １０ ～ １９、 １００ ～ １９９

自家用小型貨物車
４、 ４０ ～ ４９、 ４００ ～ ４９９

６、 ６０ ～ ６９、 ６００ ～ ６９９

（２）軽四輪乗用車

用途及び車種 自動車分類番号 登録番号標の塗色

自家用軽四輪乗用車 ５０ ～ ５９、 ５００ ～ ５９９

黄地に黒文字

４０ ～ ４９、 ４００ ～ ４９９

自家用軽四輪貨物車

６０ ～ ６９ 地に緑文字
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（３）自動二輪車

車 種 総 排 気 量 登録番号標の塗色

小型自動二輪車 総排気量２５０ cc超
白地に緑文字

軽自動二輪車 総排気量１２５ cc超２５０ cc以下

総排気量５０ cc以下 白地に濃紺文字

原動機付自転車 総排気量５０ cc超９０ cc以下 黄地に濃紺文字

総排気量９０ cc超１２５ cc以下 桃地に濃紺文字

２ 前項に規定する自家用の自動車とは、通勤、買物及びレジャー等に使用するものをい

う。

（共済期間の始期及び終期）

第 ４ 条 規約第８条の規定による共済期間は、共済契約が効力を生じた月の

第１日（初日）から起算して、その期間の最終月（１２ヵ月目）の末日を満期日

とする。

（短期の共済期間）

第 ５ 条 規約第８条ただし書きの規定により、１年未満の短期の共済期間とす

ることができる特別の事由がある場合とは、次の各号のいずれかに該当するもの

をいう。

（１）共済契約の申込者が共済契約の期間を、その所属する支部の他の共済契約者

の共済契約期間と同一にしようとするため必要があるとき。

（２）共済契約者が共済期間の中途において，共済期間の終期を既共済契約と同

一にして共済契約の追加をしようとするとき。

（承諾通知書）

第 ６ 条 規約第１１条に規定する承諾通知書は、組合員証を兼ねるものとする。

（共済掛金の払込み）

第 ７ 条 規約第１４条に規定する共済掛金の払込みは年払いとし、月払いによ

る払込みは取扱わないものとする。

（共済掛金の払戻し）

第 ８ 条 規約第２４条第１項に規定する共済契約の解除には、加入月を統一す

るための解約を含むものとする。

（共済金の支払い）

第 ９ 条 規約第３２条及び第３３条に規定する損害賠償額のほか、次の費用を

共済金額の範囲内で支払うものとする。
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（１）損害防止軽減費用

事故が発生した場合、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによ

って被る損害を防止し、又は軽減するための費用

（２）求償権の保全行使手続費用

被共済者が賠償責任を負担することによって、他人に対する次の求償権を取

得し、求償するための費用

① 共同不法行為に対する請求

② 道路管理の暇疵にもとづく責任

③ 土地の工作物などの占有者及び所有者の責任

④ 自動車に内在する欠陥や暇疵にもとづく責任を売主に追求し得る場合

⑤ 自動車の整備の暇疵にもとづく責任を整備業者に請求できる場合

（３）緊急措置費用

対人事故でその事故が賠償責任事故として判明しなくても、人命救助のため

緊急措置に要した費用は、後日被共済者に賠償責任のないことが判明してもて

ん補する。

（共済金決定の方法）

第１０条 規約第３２条及び第３３条に規定する共済金の支払い事由が生じた場合

に対人賠償、対物賠償については、規約に定めるもののほか、別に定める「対

人損害賠償額認定基準」「対物損害賠償額認定基準」により行う。

（共済金の内払い）

第１１条 共済契約者から申出があり、この組合が必要と認めた場合は、規約第

７９条の規定にかかわらず対人賠償に限り共済金の内払いをすることができる。

（１０万円単位とし、２００万円を限度とする。）

（委員会の審査事項）

第１２条 規約第８８条第４項に規定する事項は、生活協同組合全国都市職員災害

共済会火災共済事業実施規則第 4 章審査委員会の組織及び運営の規定を適用する

ものとする。

（支部の業務）

第１３条 規約第９０条第２項に規定する支部の業務は、次の各号に定めるところ

による。

（１）共済契約申込書の受理に関すること。

（２）共済掛金の受入れ及び払戻しに関すること。

（３）共済金の支払いに関すること。

（４）組合員の共済事業への加入の促進に関すること。

（承継組合員の要件）

第１４条 規約第９３条第２項に基づく組合員（以下「承継組合員」という。）となる資格
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を有する者は、死亡した共済契約者の配偶者とする。

２ 承継組合員の承認申請手続は、共済契約者の死亡した翌日から当該共済契約の共済期

間の末日の翌日から３か月を経過する日までに行うことができるものとする。

３ 承継組合員が死亡したときは、規約第９３条第２項に基づく承継はできないものとす

る。

（承継組合員の共済契約の範囲）

第１５条 承継組合員が組合と締結できる共済契約は、承継組合員又は死亡した共済契約

者と同一世帯に属する親族が所有し、かつ、承継組合員又は死亡した共済契約者と同一

世帯に属する親族が常時運行の用に供している次の各号に掲げる自家用の自動車（所有

権留保条項付売買契約により購入した自動車、及び１年以上を期間とする貸借契約によ

り借り入れた自動車を含む。）とする。ただし、営業目的に使用されている自動車を除く

ものとする。

（１）普通及び小型乗用車

（２）軽四輪乗用車

（３）自動二輪車（原動機付自転車を含む。）

（実施細目）

第１６条 この取扱規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会がこれを定め

る。

附 則

この取扱規則は、昭和５１年１０月１日から施行する。

附 則

この取扱規則は、昭和５２年４月１日から施行する。

附 則

この取扱規則は、昭和５３年５月２２日から施行する。

附 則

この取扱規則は、昭和５４年４月１日から施行する。

附 則

この取扱規則は、昭和５５年４月１日から施行する。

附 則

この取扱規則は、昭和５７年１月１日から施行する。

附 則

この取扱規則は、昭和５７年１１月１日から施行する。

附 則

この取扱規則は、昭和５９年４月１日から施行する。

附 則
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この取扱規則は、昭和６０年４月１日から施行する。ただし、施行日前に効力を

生じた共済契約については、なお従前の例による。

附 則

この取扱規則は、昭和６１年４月１日から施行する。

附 則

この取扱規則は、平成元年４月１日から施行する。

附 則

この取扱規則は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。ただし、施行日前に効力を生

じた共済契約については、なお従前の例による。

附 則

この取扱規則は、平成１３年 4 月 1 日から施行する。ただし、施行日前に効力を

生じた共済契約については、なお従前の例による。

附 則

この取扱規則は、平成２２年 4 月 1日から施行する。

附 則

この取扱規則は、自動車共済事業規約認可の日（令和元年６月２１日）から施行

し、令和元年７月１日から適用する。



生活協同組合

全 国 都 市 職 員 災 害 共 済 会

地 震 災 害 見 舞 金 支 給 規 則

生活協同組合 全国都市職員災害共済会
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生活協同組合全国都市職員災害共済会地震災害見舞金支給規則

（趣 旨）

第 １ 条 この組合は、組合員が現に居住し、かつ、共済の対象である建物又はその建物

内に収容されている共済の対象である動産又は組合員が現に居住している建物内に収容

されている共済の対象である動産に、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又

は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害（地震等が生じた後における

事故の拡大防止又は緊急避難に必要な処置によって共済の対象について生じた損害を含

む。）が生じ、共済の対象である建物又は動産の損害の額が２０万円を超える場合は、

予算の定めるところにより地震災害見舞金を支給することができる。

（地震災害見舞金の額）

第 ２ 条 地震災害見舞金の額は、損害の割合に応じ、組合員が現に居住する建物又はそ

の建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に別表地震災害見舞金支給基準に定

める１口当たりの支給額を乗じて得た額とする。ただし、実損害額を限度とする。

２ 地震災害見舞金の最高限度額は１００万円とする。

（損害の割合）

第 ３ 条 前条の損害の割合は、損害額の当該被災物件に係る再取得価額（火災共済事業

実施規則第９条第２項の規定により算定した額をいう。）に占める割合とする。この場

合において、損害額は、建物にあっては、被災個所の復旧に要する建築業者等の見積額

とし、動産にあっては、その修理費、洗濯代及び使用不能の場合においてはその物と同

種同様のものの購入費とする。ただし、建物又は動産のそれぞれにつき別個に算定する。

２ 前項に規定する再取得価額は、建物にあっては、共済契約申込書に記載された再取得

価額とし、動産にあっては、火災共済事業実施規則別表第２動産標準評価表に定める金

額とする。

（異常災害時における地震災害見舞金の額）

第 ４ 条 大規模地震等による異常災害の発生により、この組合が支給すべき地震災害見

舞金の額が、予算に定める額を超えるときは、理事会の承認を得て予算額を超えて支

給することができる。

ただし、支給総額は災害等見舞金積立金の額を限度とし、支給総額がこれを超える

可能性のあるときは、理事会の承認を得て個々の支給額について、当該積立額を総支

給見込額で除した数値を乗じた額に減額する｡

２ 前項の場合において、請求が集中し年度内に支払いを終えることが困難であるとき

は、理事会の承認を得て分割払又は支払の繰延によって、次年度に支払うことができ

るものとする｡

（災害等見舞金積立金）

第 ５ 条 定款第６８条第３号に規定する運用収益は、毎事業年度の剰余金処分におい

て災害等見舞金積立金として積み立て、見舞金の支給に充てるものとする｡
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２ 前項の積み立てる額は、納付した、又は納付すべき税額並びに資産運用費用を控除

した後の資産運用収益額に、火災共済に関する資産の額を火災共済に関する資産と自

動車共済に関する資産の合計額で除した数値を乗じて得られる額を限度とする｡

（地震災害見舞金の請求）

第 ６ 条 地震災害見舞金の支給を受けようとする者は、地震災害見舞金請求書に次に掲

げる書類を添えて、この組合に提出するものとする。

（１）火災共済契約承諾通知書（写）

（２）消防署長又は市町村長等関係官署の罹災証明書

（３）被災物件の写真（損害の実態を明らかにできるカラー写真４枚以上）

（４）損害見積書

（５）その他住民票等この組合が必要とする書類

（地震災害見舞金の請求期間）

第 ７ 条 前条の地震災害見舞金の請求は、地震災害の発生した日から３年以内に行うも

のとする。

（実施細目）

第 ８ 条 この規則に定めるもののほか、地震災害見舞金の支給に関して必要な事項は、

会長がこれを定める。

附 則

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、施行日前に生じた損害につい

ては、なお従前の例による。

附 則

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、施行日前に生じた損害について

は、従前の支給基準を適用する。
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別 表 地震災害見舞金支給基準

損害の割合 １口当たりの支給額

全 部 ２０，０００円

１
以上 １２，０００円２

１ 以上 ８，０００円
３

１
未満 ３，０００円

３
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生活協同組合全国都市職員災害共済会火災共済事業傷害等見舞金支給規則

第１章 総 則

（通 則）

第１条 この組合が支給することができる火災共済事業の傷害等に関する見舞金の種類は、

次に掲げるものとする。

(1) 地震災害傷害等見舞金

ア 地震災害死亡弔慰金

イ 地震災害入院見舞金

(2) 火災等災害入院見舞金

(3) 交通災害給付金

ア 交通災害死亡弔慰金

イ 交通災害入院見舞金

(4) 死亡弔慰金

２ この組合は、前項に規定する見舞金については、予算の定めるところにより支給する

ことができる。

第２章 地震災害傷害等見舞金

（趣 旨）

第２条 地震災害見舞金支給規則第１条に規定する地震災害見舞金が支給される場合にお

いて、被共済者（組合員又は組合員と同居する２親等以内の親族をいう。以下この規則

において同じ。）がその事故に直接起因して死亡したとき又はその事故によって傷害を被

り入院したときには、地震災害傷害等見舞金（地震災害死亡弔慰金及び地震災害入院見

舞金をいう。以下この規則において同じ。）を支給することができる。

（地震災害死亡弔慰金）

第３条 被共済者が前条に規定する傷害を受けた日から１８０日以内に死亡したときには、

地震災害死亡弔慰金をその者の遺族に支給することができる。

２ 組合員が死亡した場合の地震災害死亡弔慰金の額は、組合員が現に居住する建物又は

その建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に共済契約１口当たり７，５００

円を乗じて得た額とする。ただし、地震災害死亡弔慰金の最高限度額は３０万円とする。

３ 組合員と同居する２親等以内の親族が死亡した場合の地震災害死亡弔慰金の額は、組

合員が現に居住する建物又はその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に共

済契約１口当たり２，５００円を乗じて得た額とする。ただし、組合員と同居する２親

等以内の親族１人についての地震災害死亡弔慰金の最高限度額は１０万円とする。
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（地震災害入院見舞金）

第４条 被共済者が第２条に規定する傷害を受けた日から１８０日以内に連続して７日以

上の入院をしたときには、地震災害入院見舞金を組合員に支給することができる。

２ 被共済者１人についての地震災害入院見舞金の額は、組合員が現に居住する建物又は

その建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に共済契約１口当たり２，５００

円を乗じて得た額とする。ただし、被共済者１人について、地震災害入院見舞金の最高

限度額は１０万円とし、１事故につき１回の請求を限度とする。

（差額支給）

第５条 前条に規定する地震災害入院見舞金を受給した組合員が、その事故が原因で傷害

を受けた日から１８０日以内に死亡したときには、その者の遺族に第３条に規定する地

震災害死亡弔慰金と既に支給した地震災害入院見舞金との差額を支給することができる。

第３章 火災等災害入院見舞金

（趣 旨）

第６条 組合員が現に居住し、かつ、共済の目的である建物又はその建物内に収容されて

いる共済の目的である動産又は組合員が現に居住している建物内に収容されている共済

の目的である動産又は共済の目的である動産を収容し組合員が現に居住している建物が、

共済事業規約第３０条第１号から第６号までの共済事故によって損害を受けた場合にお

いて、被共済者がその事故によって傷害を被り入院したときには、火災等災害入院見舞

金を支給することができる。

２ 組合員が現に居住し、かつ、共済の目的である建物又はその建物内に収容されている

共済の目的である動産又は組合員が現に居住している建物内に収容されている共済の目

的である動産が、共済事業規約第３０条第７号から第９号までの共済事故によって損害

を受け第３２条第１項第２号に規定する風水雪害共済金が支払われる場合において、被

共済者がその事故によって傷害を被り入院したときには、火災等災害入院見舞金を支給

することができる。

（火災等災害入院見舞金）

第７条 被共済者が前条に規定する傷害を受けた日から１８０日以内に連続して７日以上

の入院をしたときには、火災等災害入院見舞金を組合員に支給することができる。

２ 被共済者１人についての火災等災害入院見舞金の額は、組合員が現に居住する建物又

はその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に共済契約１口当たり２，５０

０円を乗じて得た額とする。ただし、被共済者１人について、火災等災害入院見舞金の

最高限度額は１０万円とし、１事故につき１回の請求を限度とする。
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第４章 交通災害給付金

（趣 旨）

第８条 組合員が日本国内において、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第

１項第８号に掲げる車両の交通による災害（以下「交通災害」という。）を受け、組合員

が死亡又は傷害により入院したときには、交通災害給付金（交通災害死亡弔慰金及び交

通災害入院見舞金をいう。以下この規則において同じ。）を支給することができる。

（交通災害死亡弔慰金）

第９条 組合員が交通災害を受けた日から１８０日以内にその交通災害が原因で死亡した

ときには、交通災害死亡弔慰金をその者の遺族に支給することができる。

２ 交通災害死亡弔慰金の額は、組合員が現に居住する建物又はその建物内に収容されて

いる動産に係る共済契約口数に共済契約１口当たり７，５００円を乗じて得た額とする。

ただし、交通災害死亡弔慰金の最高限度額は３０万円とする。

（交通災害入院見舞金）

第１０条 組合員が交通災害を受けた日から１８０日以内にその交通災害による傷害が原

因で連続して７日以上の入院をしたときには、交通災害入院見舞金をその組合員に支給

することができる。

２ 交通災害入院見舞金の額は、組合員が現に居住する建物又はその建物内に収容されて

いる動産に係る共済契約口数に共済契約１口当たり２，５００円を乗じて得た額とする。

ただし、交通災害入院見舞金の最高限度額は１０万円とし、１事故につき１回の請求を

限度とする。

（差額支給）

第１１条 前条に規定する交通災害入院見舞金を受給した組合員が、その交通災害が原因

でその交通災害を受けた日から１８０日以内に死亡したときには、その者の遺族に第９

条に規定する交通災害死亡弔慰金と既に支給した交通災害入院見舞金との差額を支給す

ることができる。

（支給制限）

第１２条 この組合は、次の交通災害については交通災害給付金を支給しない。

(1) 組合員の故意又は重大な過失による交通災害

(2) 組合員の無免許運転又は酒気帯び運転による交通災害

(3) 地震、洪水その他天災による交通災害

(4) 自殺と認められる交通災害

第５章 死亡弔慰金

（趣 旨）

第１３条 組合員（退職者組合員を除く。以下この章において同じ。）が第２条、第８条又

は共済事業規約第４７条に規定する支払事故以外の事由により死亡したときには、死亡
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弔慰金をその者の遺族に支給することができる。

（死亡弔慰金）

第１４条 死亡弔慰金の額は、組合員が現に居住する建物又はその建物内に収容されてい

る動産に係る共済契約口数に共済契約１口当たり５，０００円を乗じて得た額とする。

ただし、死亡弔慰金の最高限度額は２０万円とする。

２ 共済事業規約第４９条に規定する災害死亡共済金又は本規則に規定する地震災害死亡

弔慰金又は交通災害死亡弔慰金を支給する場合は、死亡弔慰金は支給しない。

第６章 請求関係

（見舞金の請求）

第１５条 地震災害傷害等見舞金、火災等災害入院見舞金、交通災害給付金及び死亡弔慰

金の支給を受けようとする者は、請求書に次に掲げる書類を添えてこの組合に提出する

ものとする。

(1) 医師の診断書又はその写し又は死亡診断書又はその写し

(2) 組合員と同居の親族の死亡又は傷害である場合は、戸籍謄本及び世帯全員の住民票

(3) 火災共済契約承諾通知書（写）

(4) 交通災害給付金については、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書又

はその写し

(5) その他この組合が必要とする書類

（見舞金の請求期間）

第１６条 地震災害死亡弔慰金、交通災害死亡弔慰金及び死亡弔慰金の請求は、死亡した

日から３年以内に行うものとする。

２ 地震災害入院見舞金、火災等災害入院見舞金及び交通災害入院見舞金の請求は、傷害

を受けた日から３年以内に行うものとする。

（異常災害時における傷害等見舞金の額）

第１７条 異常災害の発生により、この組合が支給すべき火災共済事業傷害等見舞金の額

が､予算に定める額を超えるときは、理事会の承認を得て予算額を超えて支給すること

ができる｡ただし、支給総額は災害等見舞金積立金の額を限度とし、支給総額がこれを

超える可能性のあるときは、理事会の承認を得て個々の支給額について、当該積立額を

総支給見込額で除した数値を乗じた額に減額する｡

２ 前項の場合において、請求が集中し年度内に支払いを終えることが困難であるときは、

理事会の承認を得て分割払又は支払の繰延によって、次年度に支払うことができるもの

とする｡

（災害等見舞金積立金）

第１８条 定款第６８条第３号に規定する運用収益は、毎事業年度の剰余金処分において
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災害等見舞金積立金として積み立て、見舞金の支給に充てるものとする｡

２ 前項の積み立てる額は、納付した、又は納付すべき税額並びに資産運用費用を控除し

た後の資産運用収益額に、火災共済に関する資産の額を火災共済に関する資産と自動車

共済に関する資産の合計額で除した数値を乗じて得られる額を限度とする｡

（実施細目）

第１９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。

（廃止規定）

第２条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 生活協同組合全国都市職員災害共済会交通災害給付金支給規則

(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会死亡弔慰金支給規則

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。
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